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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
消
費
税
十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
き
上
げ
延
期
の
理
由
と
解
散
な
ど
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の

社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
十
八
条
第
三
項
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七

年
法
律
第
二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方

税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定

に
従
い
、
経
済
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
景
気
の
腰
折
れ
を
防
ぎ
、
デ
フ
レ
か
ら
脱
却
し
、
国
民
生
活
を
よ
り
豊
か

に
す
る
た
め
に
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

衆
議
院
の
解
散
を
い
か
な
る
場
合
に
行
う
か
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
民
意
を
問
う
こ
と
の
要
否
を
考
慮
し
て
、
内
閣
が
そ

の
政
治
的
責
任
に
お
い
て
決
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一



平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
八
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
は
、
「
国
民
生
活
に
と
っ
て
、
そ
し
て
、
国

民
経
済
に
と
っ
て
重
い
重
い
決
断
を
す
る
以
上
、
速
や
か
に
国
民
に
信
を
問
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
決
心
い
た
し
ま
し
た
。
」

と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
二
十
九
年
四
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た
消
費
税
率
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
上
げ
に
つ
い
て
は
、
世
界
経
済
が
様
々
な

リ
ス
ク
に
直
面
し
、
内
需
が
腰
折
れ
し
か
ね
な
い
状
況
の
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
政
策
を
総
動
員
し
、
経
済
再
生
・
デ
フ
レ
脱
却

に
向
け
た
取
組
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
構
造
改
革
の
加
速
な
ど
、
総
合
的
か
つ
大
胆
な
経
済
対
策
を
講
ず

る
こ
と
と
併
せ
て
、
二
年
半
延
期
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
の
消
費
税
率
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
上
げ
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
引
上

げ
の
具
体
的
な
「
条
件
」
は
定
め
て
い
な
い
が
、
「
当
面
の
財
政
健
全
化
に
向
け
た
取
組
等
に
つ
い
て－

中
期
財
政
計
画－

」

（
平
成
二
十
五
年
八
月
八
日
閣
議
了
解
）
に
示
さ
れ
た
平
成
三
十
二
年
度
の
財
政
健
全
化
目
標
を
堅
持
し
て
お
り
、
日
本
へ

の
国
際
的
な
信
認
を
確
保
し
、
社
会
保
障
制
度
を
次
世
代
に
引
き
渡
し
て
い
く
責
任
を
果
た
す
た
め
、
平
成
三
十
一
年
十
月

の
消
費
税
率
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
上
げ
に
向
け
て
、
確
実
に
成
果
を
生
ん
で
い
る
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
一
層
加
速
さ
せ
、

二



経
済
財
政
運
営
に
万
全
を
期
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


